
第６分野 貧困等生活上の困難に対する支援と多様性の尊重

【ポイント】
〇ひとり親家庭への養育費の⽀払い確保
〇⾼齢者、障害者、外国⼈等が安⼼して暮らせる環境の整備

第７分野 生涯を通じた健康支援

第８分野 防災・復興等

【ポイント】
〇不妊治療の保険適⽤の実現。それまでの間、現⾏の助成制度の⼤
幅な拡⼤。仕事との両⽴環境の整備

〇緊急避妊薬について検討
〇「スポーツ団体ガバナンスコード」に基づく各中央競技団体における⼥性
理事の⽬標割合（40％）の達成に向けた取組

（参考）ひとり親家庭が置かれた状況
【ポイント】
〇⼥性の視点からの防災・復興ガイドラインに基づく取組の浸透、
地⽅公共団体との連携

およそ30年間で、⺟⼦世帯は約1.5倍、⽗⼦世帯は約1.1倍
⺟⼦世帯数（注） １２３．２万世帯 （ひとり親世帯の約87％）
⽗⼦世帯数（注） １８．７万世帯 （ひとり親世帯の約13％）

（注）⺟⼦⼜は⽗⼦以外の同居者がいる世帯を含めた全体の⺟⼦世帯、⽗⼦世帯の数
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第５分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶

【ポイント】
〇「性犯罪・性暴⼒対策の強化の⽅針」に基づき、今後３年間を「集
中強化期間」として取組を推進

〇「⽣命（いのち）を⼤切にする」「性暴⼒の加害者にならない」「被害者に
ならない」「傍観者にならない」ことを教える教育

〇新型コロナウイルス感染症に対応するため、DV相談⽀援体制を強化

（参考）コロナ禍によるDV・性暴⼒の相談件数の増加
・DV︓５⽉、６⽉は前年同⽉の1.6倍
・性暴⼒︓４〜９⽉は前年同期の1.2倍

（参考）ガイドラインの主な内容
□ 避難所の責任者には男女両方を配置する
□ プライバシーの十分に確保された間仕切りを用いる
□ 男女別の更衣室や、授乳室を設ける
□ 女性用品（生理用品、下着等）は女性担当者が配布を行う
□ 女性トイレと男性トイレは離れた場所に設置する
□ 性暴力・DV防止ポスターを、避難所の見やすい場所に掲示する
□ 自治体の災害対策本部において、下部組織に必ず男女共同参画

担当部局の職員を配置する

（参考）不妊の検査や治療を受けたことがある夫婦の割合

（出典）国立社会保障・人口問題研究所「社会保障・人口問題基本調査」（各年版）

（注）妻の年齢が50歳未満の初婚どうしの夫婦を対象（回答者は妻）に調査

（年）

約5.5組
に1組

約2.9組
に1組

不妊を心配したことがある

不妊の検査や治療を
受けたことがある


